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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の制御状態を検知する車両状態検知手段と、
　複数の再生区間が予め設定され、各再生区間が前記車両の制御状態と対応付けられた楽
曲データを記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された前記楽曲データに基づいて楽曲を再生する楽曲再生手段と、
　前記車両状態検知手段により検知された前記車両の制御状態に応じて前記記憶手段に記
憶された前記楽曲データの再生区間を指定し、前記楽曲再生手段に該楽曲データの該再生
区間を再生させる制御手段と
　を備える車両用楽音発生装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の車両用楽音発生装置において、
　前記制御手段は、前記車両の制御状態に応じて前記楽曲再生手段に再生させる楽曲デー
タを前記記憶手段から選択することを特徴とする車両用楽音発生装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の車両用楽音発生装置において、
　前記車両の環境状態を検知する環境状態検知手段を更に備え、
　前記制御手段は、前記車両の環境状態または制御状態に応じて前記楽曲再生手段に再生
させる楽曲データを前記記憶手段から選択することを特徴とする車両用楽音発生装置。
【請求項４】



(2) JP 4984861 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

　請求項１から請求項３までの何れか１項に記載の車両用楽音発生装置において、
　前記制御手段は、前記車両の制御状態が所定の時間変化しない場合、前記楽曲再生手段
に前記楽曲データの前記指定された再生区間を該所定の時間繰り返し再生させる事を特徴
とする車両用楽音発生装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の車両用楽音発生装置において、
　前記制御手段は、前記車両の制御状態が前記所定の時間を経過後も変化しない場合、前
記楽曲データの再生区間を変更して前記楽曲再生手段に繰り返し再生させる事を特徴とす
る車両用楽音発生装置。
【請求項６】
　車両の制御状態を検知する車両状態検知手段と、複数の再生区間が予め設定され、各再
生区間が前記車両の制御状態と対応付けられた楽曲データを記憶する記憶手段とを備える
車両用楽音発生装置上のコンピュータに、
　前記記憶手段に記憶された前記楽曲データに基づいて楽曲を再生する楽曲再生ステップ
と、
　前記車両状態検知手段により検知された前記車両の制御状態に応じて前記記憶手段に記
憶された前記楽曲データの再生区間を指定し、前記楽曲再生ステップにより該楽曲データ
の該再生区間を再生させる制御ステップと
　を実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用楽音発生装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動車などの車両が乗員に対して発生する音には、エンジンなどの車両の機構部
が発生する機械音、車両がある一定以上のスピードを超えた場合の警報音、右左折を行う
場合のウインカー音、衝突する恐れのある物が接近してきた場合の警報音等がある。また
、乗員が車両内で音楽ＣＤやラジオ放送を聞くためのオーディオ装置が一般的に利用され
ている。
【０００３】
　しかしながら、既存のオーディオ装置による音楽ＣＤの再生等では、車両の状態や乗員
の運転操作とは無関係に楽曲が流れるため、家庭で鑑賞する場合と何ら変わりなく、車両
ならではの楽曲を楽しむものではなかった。
　つまり、車両状態全般を音で表現する総合的なシステムはこれまでに無く、運転者は視
覚と車両の機構部が発生する機械音と警報音とに基づいて車両を運転している。
【０００４】
　このような状況の中、自動車の運転状態に応じて音を制御する従来技術として、エンジ
ン回転数によってオーディオ装置の音量等を制御する技術が開示されている（特許文献１
参照）。
【特許文献１】特開２００３－３０９８９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した従来技術によっても、エンジン回転数に応じてオーディオ装置
の音量等が変化するだけであるため車両状態に応じて全く異なる楽曲を発生させることは
困難であり、乗員が車両状態に応じて楽しめる楽曲を提供できなかった。
【０００６】
　本発明は上記事情を考慮してなされたもので、その目的は、楽曲の音量などのパラメー
タ変化によらずに車両状態に応じて変化する楽曲を再生できる車両用楽音発生装置及びプ
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ログラムを提供する事である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は上記の課題を解決するためになされたもので、本発明に係る車両用楽音発生装
置は、車両の制御状態を検知する車両状態検知手段と、複数の再生区間が予め設定され、
各再生区間が前記車両の制御状態と対応付けられた楽曲データを記憶する記憶手段と、前
記記憶手段に記憶された前記楽曲データに基づいて楽曲を再生する楽曲再生手段と、前記
車両状態検知手段により検知された前記車両の制御状態に応じて前記記憶手段に記憶され
た前記楽曲データの再生区間を指定し、前記楽曲再生手段に該楽曲データの該再生区間を
再生させる制御手段とを備える。
　この発明によれば、車両の制御状態に基づいて車両状態を判定し、その車両状態に応じ
て楽曲データの再生区間を指定して、楽曲データのその再生区間を再生するので、車両状
態に応じて変化する楽曲を再生できる。
【０００８】
　また、上記車両用楽音発生装置において、前記制御手段は、前記車両の制御状態に応じ
て前記楽曲再生手段に再生させる楽曲データを前記記憶手段から選択することを特徴とす
る。
　この発明では、車両の制御状態に応じて楽曲データを選択して再生するので、車両状態
に応じて変化する楽曲を再生できる。
【０００９】
　また、上記車両用楽音発生装置において、前記車両の環境状態を検知する環境状態検知
手段を更に備え、前記制御手段は、前記車両の環境状態または制御状態に応じて前記楽曲
再生手段に再生させる楽曲データを前記記憶手段から選択することを特徴とする。
　この発明では、車両の環境状態または制御状態に応じて楽曲データを選択して再生する
ので、車両状態に応じて変化する楽曲を再生できる。
【００１０】
　また、上記車両用楽音発生装置において、前記制御手段は、前記車両の制御状態が所定
の時間変化しない場合、前記楽曲再生手段に前記楽曲データの前記指定された再生区間を
該所定の時間繰り返し再生させる事を特徴とする。
　この発明では、車両の制御状態が変化せず、つまり車両状態が変化しない場合に、楽曲
データの指定された再生区間を繰り返して再生するので、車両状態が変化しない場合であ
っても自律的に楽曲が変化し、乗員は飽きることなく楽曲を鑑賞する事ができる。
【００１１】
　また、上記車両用楽音発生装置において、前記制御手段は、前記車両の制御状態が前記
所定の時間を経過後も変化しない場合、前記楽曲データの再生区間を変更して前記楽曲再
生手段に繰り返し再生させる事を特徴とする。
【００１２】
　また、本発明に係るプログラムは、車両の制御状態を検知する車両状態検知手段と、複
数の再生区間が予め設定され、各再生区間が前記車両の制御状態と対応付けられた楽曲デ
ータを記憶する記憶手段とを備える車両用楽音発生装置上のコンピュータに、前記記憶手
段に記憶された前記楽曲データに基づいて楽曲を再生する楽曲再生ステップと、前記車両
状態検知手段により検知された前記車両の制御状態に応じて前記記憶手段に記憶された前
記楽曲データの再生区間を指定し、前記楽曲再生ステップにより該楽曲データの該再生区
間を再生させる制御ステップとを実行させるためのプログラムの構成を有する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、車両状態に応じて楽曲データの再生位置を指定して再生する様にした
ので、１つの楽曲データを使用するだけで、楽曲のパラメータ変化によらずに車両状態に
応じて変化する楽曲を再生できる車両用楽音発生装置及びプログラムが提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１４】
　以下、図面を参照して本発明の一実施形態について説明する
　図１は、本発明の実施形態に係る車両用楽音発生装置のブロック図である。
　同図において、１０は制御部、１１は車両状態検知部、１２は環境状態検知部、１３は
楽曲データＤＢ（Ｄａｔａ　Ｂａｓｅ；データベース）、１４は操作部、１５は楽曲再生
部、１６はスピーカである。
【００１５】
　制御部１０は、車両状態検知部１１と環境状態検知部１２と楽曲データＤＢ１３と操作
部１４と楽曲再生部１５とに接続され、これらを制御するものである。
　車両状態検知部１１は、車両の制御状態（車速、エンジン回転数、アクセル開度、ブレ
ーキ操作状態、シフト状態など）を検知するものであり、例えばセンサーなどから成る。
　環境状態検知部１２は、車両の環境状態（車両位置、時間、天気など）を検知するもの
である。例えば、環境状態検知部１２はＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ
　Ｓｙｓｔｅｍ）、タイマー、センサーなどから成る。
【００１６】
　操作部１４は、楽曲データや車両用楽音発生装置の設定等を行うためのものである。ま
た、楽曲再生部１５は楽曲データに基づいて楽曲を再生するものである。また、スピーカ
１６は楽曲再生部１５に接続され、楽曲を音として出力するものである。
　さらに、楽曲データＤＢ１３は楽曲データを複数格納しており、その楽曲データには再
生位置（再生区間）を示すマーカが設定されている。この楽曲データＤＢ１３は、本発明
における記憶手段として機能する。
【００１７】
　次に、楽曲データＤＢ１３に格納されている楽曲データとマーカの一例について説明す
る。
　図２は、楽曲データに設定されたマーカについて説明するための図である。
　同図において、２０は楽曲データ、２１はマーカ（アイドリング）、２２はマーカ（発
進）、２３はマーカ（加速１）、２４はマーカ（加速２）、２５はマーカ（減速１）、２
６はマーカ（減速２）、２７はマーカ（停止）、２８はマーカ（等速巡航）、３２はリピ
ートマーカである。
　これらのマーカ２１～２８、およびリピートマーカ３２は、楽曲データ２０の再生位置
を表すものである。
【００１８】
　楽曲データ２０は音楽用ＣＤ等の市販されている楽曲データ、または、様々なフレーズ
を１つの楽曲データとしてまとめた本車両用楽音発生装置専用の楽曲データである。楽曲
データ２０のデータ形式は、例えばＭＩＤＩ（Ｍｕｓｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　
Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）規格のシーケンスデータ、またはオーディオデー
タである。
【００１９】
　また、同図において横軸は時間軸を表している。マーカ２１～２８は、車両状態（アイ
ドリング、発進、加速１、加速２、減速１、減速２、停止、等速巡航）に関係付けて、楽
曲データ２０の中の所定のデータにそれぞれ設定されたものである。また、これらのマー
カ２１～２８は、楽曲データ２０に対応した時間あるいはサンプリング点に対して予め設
定されている。本実施形態では、マーカがサンプリング点に対して設定された例について
説明する。
　なお、利用者が操作部１４を用いてマーカの追加やマーカの設定位置の変更を行えるよ
うに構成しても良い。
【００２０】
　また、リピートマーカ３２はマーカ２８が設定された位置以降の任意の位置に設定され
、繰り返し再生する再生位置を表している。
【００２１】
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　楽曲データＤＢ１３は、マーカ２１～２８とリピートマーカ３２の楽曲データ中の設定
位置と車両状態との関係を関連テーブルとして格納している。関連テーブルを図３に示す
。同図に示す様に、関連テーブルにはマーカ毎にマーカが設定される楽曲データのサンプ
リング点と車両状態とが対応付けられている。
　この関連テーブルは、それぞれの楽曲データのヘッダ部等に格納される。なお、関連テ
ーブルは制御部１０の有する図示しない記憶領域に格納されても良い。
【００２２】
　次に、本発明に係る車両用楽音発生装置の動作を図４に示すフローチャートを参照して
説明する。
　まず、車両のエンジンがオンになると、環境状態検知部１２は車両の環境状態（車両位
置、時間、天気など）を検知し、制御部１０が検知結果を確認する（ステップＳ１）。
【００２３】
　次に、制御部１０はステップＳ１での確認が最初の環境状態の確認であるか判定する（
ステップＳ２）。最初の確認でなかった場合（ステップＳ２；Ｎｏ）、前回の確認から環
境状態に変化があり、楽曲データの変更が必要であるか判定する（ステップＳ３）。
【００２４】
　最初の確認であった場合（ステップＳ２；Ｙｅｓ）、または前回の確認から車両の環境
状態に変化があり、楽曲データの変更が必要である場合（ステップＳ３；Ｙｅｓ）、制御
部１０は検知された車両の環境状態に応じて最適な楽曲データ２０を楽曲データＤＢ１３
から選択して楽曲再生部１５へ設定し（ステップＳ４）、その後ステップＳ５の処理へ移
行する。なお、車両の環境状態と楽曲データとは予め関係付けられて、楽曲データＤＢ１
３や制御部１０の有する記憶領域に格納されている。
　一方、車両の環境状態を確認した結果、楽曲データの変更の必要がなかった場合（ステ
ップＳ３；Ｎｏ）、ステップＳ５の処理に移行する。
【００２５】
　次に、車両状態検知部１１は車両の制御状態（車速、エンジン回転数、アクセル開度、
ブレーキ操作状態、シフト状態など）を検知し、制御部１０が検知結果を確認する（ステ
ップＳ５）。
【００２６】
　次に、制御部１０はステップＳ５における車両の制御状態の確認が最初の確認であるか
判定する（ステップＳ６）。最初の確認でなかった場合（ステップＳ６；Ｎｏ）、その車
両の制御状態を確認した結果、図３の関連テーブルに示されている車両状態において、今
回の確認時の車両状態が前回から変化があったか否かを判定する（ステップＳ７）。
【００２７】
　最初の確認であった場合（ステップＳ６；Ｙｅｓ）、または車両の制御状態を確認した
結果、前回の確認から車両状態に変化があった場合（ステップＳ７；Ｙｅｓ）、制御部１
０は楽曲データ２０の再生位置を決定する（ステップＳ８）。
【００２８】
　ステップＳ８について詳細に説明すると、制御部１０はステップＳ５において検知され
た車両の制御状態に応じて、図３に示される車両状態（アイドリング、発進、等速巡航等
）のどの状態にあるかを判断する。そして、制御部１０は楽曲データＤＢ１３に格納され
ている関連テーブルを参照し、車両状態に対応したマーカの設定されている位置（サンプ
リング点）を楽曲データ２０の再生位置として指定して楽曲再生部１５に設定する。
【００２９】
　次に、楽曲再生部１５は楽曲データ２０をステップＳ８において決定されたマーカの最
初のサンプリング点から再生し、スピーカ１６が車両状態に応じた楽曲を出力する（ステ
ップＳ９）。
【００３０】
　一方、前回の確認から車両状態に変化がなかった場合（ステップＳ７；Ｎｏ）、楽曲再
生部１５は直前に再生していたマーカの再生を継続し、マーカの終了の位置のサンプリン
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グ点に達した場合には制御部１０は楽曲再生部１５を制御して楽曲データ２０の再生位置
をマーカの最初のサンプリング点の位置に戻してリピート再生させる（ステップＳ１０）
。また、所定時間以上車両状態に変化がなかった場合の処理については後述する具体例と
共に説明する。
【００３１】
　次に、制御部１０は車両状態検知部１１の検知結果からエンジンがオフか判定し（ステ
ップＳ１１）、オフでなかった場合（ステップＳ１１；Ｎｏ）、ステップＳ１の処理へ移
行する。オフであった場合（ステップＳ１１；Ｙｅｓ）、制御部１０は楽曲再生部１５を
制御して楽曲データ２０の再生を停止する。
　なお、上述した処理を制御部１０に実行させるためのプログラムは、制御部１０の有す
る図示しない記憶領域に格納されている。
【００３２】
　次に、図２及び図３に戻り、上述した車両用楽音発生装置の動作の具体例について説明
する。まず、車両がアイドリングをしている時にはマーカ（アイドリング）２１の位置の
楽曲データ（サンプリング点０～１００）が再生される。次に、車両が発進した時にはマ
ーカ（発進）２２の位置の楽曲データ（サンプリング点１２０～１５０）が再生される。
【００３３】
　次に、車両が加速した時にはマーカ（加速１）２３の位置の楽曲データ（サンプリング
点２６０～３１０）が再生され、さらに別の加速度で加速した時には、マーカ（加速２）
２４の位置の楽曲データ（サンプリング点３５０～４００）が再生される。
【００３４】
　次に、車両が一定の速度で走行する等速巡航を行った時には、マーカ（等速巡航）２８
の位置の楽曲データ（サンプリング点１６０～２５０）が再生され、やがて等速巡航を保
ったまま時間が経過すると、マーカ（等速巡航）２８の終了の位置の楽曲データ（サンプ
リング点２５０）に達する。
【００３５】
　その後、制御部１０は楽曲再生部１５を制御してマーカ２８の最初のサンプリング点の
位置の楽曲データ（サンプリング点１６０）に戻って再生させる。さらに等速巡航が続く
と、制御部１０は上述の再生動作を繰り返し、マーカ（等速巡航）２８の位置の楽曲デー
タを楽曲再生部１５に所定の回数繰り返して再生させる。
【００３６】
　さらに等速巡航が所定の時間を経過後も続き所定の繰り返し回数に達すると、制御部１
０は楽曲再生部１５を制御してリピートマーカ３２の位置の楽曲データ（サンプリング点
３９０）まで再生を続けさせる。楽曲データの再生がリピートマーカ３２の位置に達する
と、制御部１０は楽曲再生部１５を制御してマーカ２８の最初のサンプリング点の位置の
楽曲データに戻って再生を続けさせる。
【００３７】
　つまり、制御部１０は、車両の制御状態が変化せずに楽曲データの再生がマーカの終了
位置に達した場合、楽曲再生部１５にそのマーカの再生位置を所定の時間繰り返し再生さ
せる。
　また、制御部１０は車両の制御状態が所定の時間を経過後も変化しない場合、楽曲デー
タの再生位置を変更して楽曲再生部１５に繰り返し再生させる。
　なお、楽曲データの再生位置を変更する方法は上記に限らず、例えば別のマーカ（図２
のマーカ２９）に再生マーカを移すようにしても良い。
【００３８】
　さらに等速巡航が続くと、制御部１０は楽曲再生部１５を制御して楽曲データ２０の最
後まで再生を行わせ、その後、図示しない別のコンテンツの楽曲データへ移行させて、そ
の楽曲データのマーカ（等速巡航）の位置の再生を行わせる。その後、等速巡航が終了し
てその他の車両状態に入ると、その新しい楽曲データのマーカに従った再生位置の再生を
行わせる。
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　なお、この等速巡航時の処理は、他の車両状態（例えばアイドリング）において行われ
ても良い。
【００３９】
　また、車両が減速された時にはマーカ（減速１）２５の位置の楽曲データ（サンプリン
グ点４４０～５００）が再生され、さらに別の減速度で減速された時には、マーカ（減速
２）２６の位置の楽曲データ（サンプリング点５２０～６００）が再生される。
　そして、車両が停止した時にはマーカ（停止）２７の位置の楽曲データ（サンプリング
点６２０～６９０）が再生される。
【００４０】
　また、制御部１０は前照灯が点灯した場合、一旦駐車してエンジンを停止した後に再度
エンジンを始動して走行開始した場合などを車両状態検知部１１の検知結果から判断した
際に、楽曲データＤＢ１３から別のコンテンツの楽曲データを選択して楽曲制御部１５に
再生させる。
【００４１】
　さらに、制御部１０は環境状態検知部１２の検知した位置情報により車両の走行してい
る地域（例えば県など）が変わったと判断した場合、車両が一般道路から高速道路に入っ
たと判断した場合などにも楽曲データＤＢ１３から別のコンテンツの楽曲データを選択し
て楽曲制御部１５に再生させる。
　つまり、制御部１１は車両の環境状態または制御状態に応じて楽曲再生部１５に再生さ
せる楽曲データを楽曲データＤＢ１３から選択する。そして、その楽曲データにもマーカ
が設定されているので、同様に車両状態に応じた再生位置を再生する。
【００４２】
　この様に、本実施形態に係る車両用楽音発生装置によれば、車両状態や環境状態に応じ
て楽曲を変化させる自律再生を行えるので、乗員が飽きることのない、車両を走行させて
楽曲を発生させることを楽しめる世界観を作ることができる。
　また、車両状態が常に変化のある楽曲で表現されるため、車両がどの様な運転状態にあ
るか常時把握できる。
【００４３】
　また、車両用楽音発生装置の発生する楽曲が楽しめるものであるため、車両の運転がよ
り充実したものになり、様々な付加情報が楽曲と共に乗員に伝達され、快適に運転できる
。
　さらに、車両状態が変化しない場合であっても自律的に楽曲が変化するので、乗員は飽
きずに楽曲を鑑賞する事ができる。
【００４４】
　以上、本発明の実施形態を詳述してきたが、具体的な構成は本実施形態に限られるもの
ではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。
　例えば、マーカの数や設定位置、マーカの対応する車両状態は上述した例に限られない
。また、複数のマーカが同じ楽曲データの位置に重なって設定されても良い。
　また、リピートマーカの数や設定位置も上述した例に限られない。
　また、リピートマーカは必ずしも必要ではなく、リピートマーカが無い場合、マーカを
所定時間繰り返し再生してもなお同じ車両状態が継続する場合は、再生を終了するように
しても良い。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の実施形態に係る車両用楽音発生装置のブロック図である。
【図２】同上の楽曲データに設定されたマーカについて説明するための図である。
【図３】同上の楽曲データ中のマーカの設定位置と車両状態との関係を記録した関連テー
ブルである。
【図４】同上の車両用楽音発生装置の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
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【００４６】
　１０；制御部、１１；車両状態検知部、１２；環境状態検知部、１３；楽曲データＤＢ
（Ｄａｔａ　Ｂａｓｅ；データベース）、１４；操作部、１５；楽曲再生部、１６；スピ
ーカ、２０；楽曲データ、２１；マーカ（アイドリング）、２２；マーカ（発進）、２３
；マーカ（加速１）、２４；マーカ（加速２）、２５；マーカ（減速１）、２６；マーカ
（減速２）、２７；マーカ（停止）、２８；マーカ（等速巡航）、２９；マーカ、３２；
リピートマーカ。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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